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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

　

細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
防
災
砂
防
課
）　

　

一

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
解
除 

（
森
林
整
備
課
）　

　

一

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

 
雑

報

〇
仙
台
松
島
道
路
（
第
Ⅵ
期
）
工
事
の
一
部
完
了 

二

 
規

則

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
六
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
規

則
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
第
二
十
一
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
八
条
第
二
項
」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「及

び
第
21   条

第
１
項

」
を
「，

第
21   条

第
１
項
及
び
第
28   条

第
１
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
交
付
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
様
式
第
一
号
に
よ
る
身
分
証
明
書
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
は
、
改
正
後

の
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と

み
な
す
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

登
米
市
迫
町
新
田
字
苗
代
沢
四
九
の
一

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

干
害
の
防
備
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事

業

所

番

号

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
三
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
こ

ろ
ん
ぶ
す

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
鶴

町
百
三
十
五－

四

廃
止
し
た
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

自
立
訓
練
（
機
能

訓
練
）

設
置
者
名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
み
や
ぎ

身
体
障
害
者
サ

ポ
ー
ト
ク
ラ
ブ

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
四
年

六
月
三
十
日



三　

解
除
の
理
由

　
　

指
定
理
由
の
消
滅

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　
 

 
雑

報

〇
宮
城
県
道
路
公
社
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
台
松
島
道
路

（
第
Ⅵ
期
）
工
事
の
一
部
の
完
了
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日

 

宮
城
県
道
路
公
社　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

理　
事　
長　
　

千　
　

葉　
　

三　
　

郎　
　
　

一　

路
線
名　

県
道
仙
台
松
島
線

二　

工
事
の
区
間　

宮
城
郡
利
府
町
春
日
か
ら
宮
城
郡
松
島
町
根
廻
ま
で

三　

工
事
の
種
類　

改
築

四　

工
事
一
部
完
了
年
月
日　

平
成
二
十
四
年
七
月
十
日
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
赤
井
字
中
新
丁
二
百
三
番
及
び
二
百
四
番

　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
百
二
十
八
番
地
百
八
十
七

 

株
式
会
社
た
ん
ぽ
ぽ　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
尾
田
峯
二
十
九
番
地
の
一

部
、
三
十
五
番
地
及
び
二
十
九
番
地
先
の
道
の
一
部
（
第

一
工
区
）

 

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

刈
田
郡
蔵
王
町
大
字
円
田
字
西
浦
北
三
十
番
二
、
三
十

番
七
、
三
十
四
番
一
、
三
十
八
番
四
、
三
十
八
番
九
及
び

四
十
四
番
一

　

福
島
県
相
馬
市
中
村
字
宇
多
川
町
十
七
番
地

 

株
式
会
社
キ
ク
チ　
　
　
　
　
　


